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重度医療の受給者証（決定通知書）が新しくなります内容を確認の上、
ご利用ください

　弘前市重度心身障害者医療費受給者証、弘前市重度心身障害者医療費受給者決定通知書が
10月１日から更新されます。対象者には新たな受給者証または決定通知書を９月下旬に送
付しますので、内容を確認し、利用の際は、裏面に記載された注意事項を必ず読んでください。

▽利用方法　医療機関を受診
する際に、健康保険証と一緒
に提示すると、窓口で支払う
医療費が軽減されます。
※県外の医療機関を受診する
場合や、受給者証を提示しな

重度医療とは？

　弘前市重度心身障害者医療費助成制度（通称「重度
医療」）では、重度の障がい者が健康保険証を使って
医療機関を受診した場合、入院・外来を問わず医療費
を助成します。
▽対象　障害者手帳取得時または、障害等級変更時に
65歳未満の人（平成 16年９月 30日以前に手帳を
取得している場合は、それ以前に重度医療の資格を有
する人）で、次の①～③のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳１、２級および内部障害３級（免疫
機能障害・肝臓機能障害を除く）
②愛護手帳（療育手帳）Ａ
③精神障害者保健福祉手帳１級
▽支給の制限　前記対象者であっても、所得や保険の
種類によって制限があります。次の場合は医療費が助
成されません。
①一定所得以上の人、または65歳以上の人で市民税
課税世帯に属する人
②65歳以上で後期高齢者医療制度未加入の人
　詳細は問い合わせを。
■問い合わせ先　福祉政策課医療助成係（☎ 40・
7036）

▽利用方法　償還払いとなり
ますので、医療機関で医療費
を支払った後、医療費の領収
書と印鑑を持参し、福祉政策
課（市役所１階、窓口 159）

かった場合は下記償還払いの手続きが必要です。

に申請してください。後日、本人名義の口座に助成額
を振り込みます。申請できる期間は、診療月の翌月か
ら２年以内となりますのでご注意ください。

受給者証
国民健康保険加入者に送付

決定通知書
社会保険、後期高齢者医療制
度加入者に送付

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金受け付けが
始まってるよ！

　市では、消費税の引き上げによる低所得者および子
育て世帯に与える負担の影響を緩和するため、２つの
給付金の受け付けを行っています。支給対象者に該当
すると思われる人には給付金の申請書などを送付して
います。本制度は申請がなかった場合、対象だったと
しても給付金を受け取ることができなくなりますの
で、早めに申請するようお願いします。
　また、申請書などが届いていない人の中には、平
成25年中の収入申告が行われていないもしくは児童
手当の現況届が未提出で支給要件を満たしているか確
認できないため、申請書などを送付していない場合が

あります。その場合、支給要件を満たしていることを
確認した後に申請書などを送付しますので、早めの収
入申告もしくは児童手当の現況届の提出をお願いしま
す。
　なお、自分が対象だと思うのに申請書などが届いて
いない人は、臨時給付金対策室にお問い合わせくださ
い。
▽申請締め切り　10月 22日
■問い合わせ先　臨時給付金対策室（☎ 40・7120）
／臨時給付金コールセンター（☎フリーダイヤル
0120・31・9292）

申請は済んでる？

各中学校区で第２回地域意見交換会開催より良い学び場を
考えましょう

　市では、平成27年度中をめどに、次代を担う子ど
もたちの教育環境の在り方に関する「弘前市立小・中
学校の教育改革に関する基本方針」の策定作業を進め
ています。
　昨年度、市内16中学校区で開催した地域意見交換
会に続き、今回は第１回の意見交換会で多かった「子
どもには、こんな学校で勉強してほしい」「通学路に
ついて」「このまま子どもの数が減ると、学校はどう
なるの」などについて重点的に意見交換をします。ど

なたでも参加できますので、住んでいる学区の日程を
確認し、ぜひおいでください。
▽日程　下表のとおり
※下表に掲載されていない学区については、広報ひろ
さき９月１日号に掲載しています。
▽テーマ　「子どもたちにとって、より良い教育環境
とは」
■問い合わせ先　学校教育改革室（岩木庁舎内、☎
82・1645）

開催日 会　場 対象中学校区（小学校区）
10月 28日（火）第一中学校（和徳町）大会議室（１階） 第一中学校区（城東小／和徳小／時敏小／北小）
10月 30日（木）新和中学校（種市字小島）視聴覚室（１階） 新和中学校区（小友小／三和小／新和小）
11月 4日（火）第五中学校（川先２丁目）ミーティングルーム（体育館２階） 第五中学校区（豊田小／堀越小／千年小の一部）
11月 6日（木）第三中学校（豊原１丁目）会議室（１階） 第三中学校区（文京小／大成小／第三大成小）
11月 12日（水）第四中学校（樹木５丁目）会議室（２階） 第四中学校区（小沢小／青柳小／朝陽小／桔梗野小）
11月 13日（木）東中学校（末広３丁目）３年進路相談室（生徒棟１階） 東中学校区（福村小／和徳小の一部／東小）
11月 17日（月）常盤野小中学校（常盤野字湯の沢）ランチルーム（１階） 常盤野中学校区（常盤野小）
※時間は各会場とも午後６時半～８時。

弘前マイスターを募集匠の技を伝え続け
るために

　市では、地域産業を支える優れた技能・技術の継承
と人材育成を目的に「弘前マイスター制度」を制定し
ています。サービス業、製造業、建設業・農林漁業と
いったさまざまな分野を対象として、その産業を長年
支え、特に優れた技能・技術を有する人の応募をお待
ちしています。なお、他薦にてご応募ください。
▽応募資格　市内に５年以上在住、または在勤する現

役の技能・技術者で、対象職業に20年以上の従事経
験を有する卓越した技能・技術者
▽募集期間　11月 28日（金）まで
※制度の概要および認定申込書は、市のホームページ
からダウンロードできます。
■問い合わせ先　商工政策課物産振興室（☎ 35・
1135）

　このコーナーでは、「市民参加型まちづくり１％システム」を活用し、実施された事業を紹介しています。
今号は下記の１事業です。

 

▽実施団体　HMD弘前
▽事業内容　８mmフィルムや16mmフィルムで撮影された弘前の貴重な映像を史料とし
て後世に残していくため、子ども向け野外上映会と、家庭に眠るフィルムを上映する「ホー
ムムービーの日」を開催しました。上映会では、地域で８mmフィルムを活用した事業を行っ
ているNPOの事例発表と生演奏付き上映を行いました。参加者が映像に親しみ、語り合う
ことで、家庭のフィルムを資料として残していこうとする意識を高めることができました。
▽事業費／補助金額　59万 3,639 円／ 50万円

14 第11回ホームムービーの日

市民参加型まちづくり１％システム　実施事業紹介


